
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17

１．事業概要

（１）

① 給　水

㎥/日

㎥

② 施　設　

㎥／日

③ 料　金

＜料金表＞

契 約 水 量 15,000

一 日 平 均 配 水 量 2,995給 水 先 事 業 所 数 1

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

44円/㎥

別添３－１

朝倉市工業用水道事業経営戦略

事業の現況

（朝倉市工業用水道使用料条例第2条）
基本料金：24.2円/㎥
超過料金：48.4円/㎥

7.9 千ｍ

契 約 水 量 15,000

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

沈砂池設置数

配水池設置数

1

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 50 年 4 月 1 日

水 源

基本料金 超過料金

昭和50年4月１日～

改定年月日

団 体 名 ：

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

12円/㎥

22円/㎥

24円/㎥

　　福岡県　朝倉市

　　工業用水道事業

計 画 期 間 ： ～

管 路 延 長

現 在 配 水 能 力 15,000 ㎥／日

事 業 名 ：

昭 和 56 年 4 月 1 日

昭和56年4月1日～

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



④ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数・職種・年齢構成等＞

（２）

（３） 経営分析

　(R6) 千円　（R5） 千円 　（R4） 120,450 千円

　(R6) 千円　（R5） 千円 　（R4） 24,376 千円

　(R6) ％　 　（R5） ％　 　 （R4） 118.76 ％

　(R6) ％　 　（R5） ％　 　 （R4） 100 ％

　(R6) ％　 　（R5） ％　 　 （R4） 18.76 ％

　(R6) ％　 　（R5） ％　 　 （R4） 125.13 ％

【上記の指標等を踏まえた経営分析】

 ・ ：　契約水量に応じて料金収入を得ているため、健全な経営が継続できています。

 ・ ：　毎年安定した利益を計上できており、健全な経営が継続できています。（R5は、過去分修正によるもの）

 ・ ：　100％以上を維持できており、健全な経営が継続できています。

 ・ ：　100％以上を維持できており、健全な経営が継続できています。

これまでの主な経営健全化の取組
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平成28年度から令和3年度に施工した導水管の更新工事において、工事費を供給先と双方で負担する協定を締結し、工事費の負担軽減を図りました。

※　経営分析に用いる指標については、総務省が毎年度公表している「工業用水道経営指標」等を参考に各団体、各施設の実情に応じて適切なものを選択すること。

純 損 益

経 常 収 支 比 率

現 在 配 水 能 力 に 対 す る
施 設 利 用 率

料 金 回 収 率

料 金 収 入

3

（令和8年3月時点）

合計

1

事務職員

1

0

0

0

0

現 在 配 水 能 力 に 対 す る
契 約 率

129.19

料 金 収 入

純 損 益

経 常 収 支 比 率

料 金 回 収 率

120,450

35,548

128.48

100

19.97

132.68

120,780

▲ 25,293

125.73

100

19.59



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３） 施設の見通し

平成28年度から令和3年度に老朽化した導水管の更新工事（耐震化対策を含む）を実施したため、当面は大きな修繕等は発生しないものと考えています。
また、浄水施設を保有していないため、施設の更新工事の予定はありません。

供給先事業者が1社のみであり、今後も増加見込みがないため、水量の変化はないものと推察されます。

水需要の予測

供給単価を22円（税別）で設定し、責任水量制（15,000㎥/日）を採用しているため、今後の料金収入に変動はないものと考えています。

料金収入の見通し
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

目 標
供給先事業者に対して責任水量制を採用しているため、安定した収入確保を見込んでいます。今後も健全な経営が継続で
きるように経費削減に努めます。

③　収支計画のうち財源についての説明

独立採算制の原則に則り、引き続き自主財源による経営を維持しながら、安定した料金収入の確保や経費削減を図り、持続可能な事業運営に努めます。

①収益的収支

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

経常収益の殆どを占めている料金収入は、責任水量制を採用しているため、年間120,450千円前後で安定しています。一方、経常費用は、人件費、動力費
等が物価高騰などの影響により増加していくことが見込まれ、加えて令和3年度に完了した導水管更新工事の減価償却費も費用割合の大半を占めていま
す。しかし、経常収支比率は、120％を超えているため健全な経営が継続していく見込みです。

②資本的収支

令和3年度に導水管更新工事が完了し、当面、投資的支出もないことから企業債や工事負担金などの収入は見込まれません。支出について、企業債の元
金償還のみとなっており、年々、企業債残高が減少していく見込みです。
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④　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資についての検討状況等

②　財源についての検討状況等

③　投資以外の経費についての検討状況等

（委託料に関する事項）
設備の管理保守業務を委託しており、直近3年間の実績平均に物価上昇率は、令和8年度は1.9％、令和9年度以降は1.0％を加味して見込んでいます。

（修繕費に関する事項）
管路の更新が完了しているため、高額な修繕は見込んでいません。直近3年間の実績平均に物価上昇率は、令和8年度は1.9％、令和9年度以降は1.0％を
加味して見込んでいます。

（職員給与費に関する事項）
職員数は3人を見込んでおり、人件費上昇率は、令和8年度は1.9％、令和9年度以降は1.0％を加味して見込んでいます。

該当事項はありません。民 間 の 資 金 ・ ノ ウ ハ ウ 等 の 活 用
（ PFI ・ DBO の 導 入 等 ）

該当事項はありません。

該当事項はありません。

職 員 給 与 費

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

資産の有効活 用等 （* ）に よ る
収 入 増 加 の 取 組

委託業務内容の洗い出しを行い、委託しない選択も含め、委託料削減を検討します。

令和3年度に管路の更新が完了しているため、高額な修繕費については当面、発生しないと考えています。

繰 入 金

責任水量制を採用しているため、契約水量分の金額を見込んでいます。料金変更の予定はありません。

該当事項はありません。

適切な人員配置に努めます。

施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の
投 資 の 平 準 化

該当事項はありません。

施 設 の 共 用 化 該当事項はありません。

料 金

そ の 他 の 取 組 該当事項はありません。

令和3年度に管路の更新が完了しているため、当面、借入を行う予定はありません。

総務省が示す地方公営企業繰出金の基準に基づき、市財政課と協議のうえ、一般会計等からの補助金及び負担
金等の繰出金を繰り入れます。

そ の 他 の 取 組

該当事項はありません。

企 業 債

*　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

委 託 料

修 繕 費



５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

経営戦略の推進のため、毎年度、投資・財政計画の実績や収支の乖離状況を把握することで、進捗管理（モニタリ
ング）を行います。
経営戦略の計画期間は令和17年度までですが、「経営戦略ガイドライン」（総務省）では、その推進に当たり毎年度
進捗管理（モニタリング）を行うとともに、3～5年に一度見直し（ローリング）を行う必要があるとされています。
そのため、経営戦略を着実に推進させるため、毎年目標指標の達成状況を把握することで進捗管理を行うととも
に、5年先の令和12年度を目途として経営戦略を改定する予定です。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 決 算
決 算
見 込

１． (A) 120,450 120,450 120,450 120,780 120,450 120,450 120,450 120,780 120,450 120,450 120,450 120,450
(1) 120,450 120,450 120,450 120,780 120,450 120,450 120,450 120,780 120,450 120,450 120,450 120,450
(2) (B)
(3)

２． 39,929 39,907 39,907 39,907 39,907 35,986 31,077 28,755 28,755 28,755 28,755 28,762
(1) 520 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

520 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

(2) 34,049 33,992 33,992 33,992 33,992 30,071 25,162 22,840 22,840 22,840 22,840 22,847
(3) 5,360 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315 5,315

(C) 160,379 160,357 160,357 160,687 160,357 156,436 151,527 149,535 149,205 149,205 149,205 149,212
１． 121,905 125,112 126,352 127,257 127,230 127,908 121,770 115,852 116,552 117,258 117,971 118,692
(1) 27,001 26,954 27,466 27,741 28,018 28,298 28,581 28,867 29,156 29,447 29,742 30,039

13,740 13,875 14,138 14,280 14,422 14,567 14,712 14,860 15,008 15,158 15,310 15,463

13,261 13,079 13,328 13,461 13,595 13,731 13,869 14,007 14,147 14,289 14,432 14,576
(2) 34,975 38,339 39,068 39,458 39,853 40,251 40,654 41,060 41,471 41,886 42,305 42,728

226 207 211 213 216 218 220 222 224 227 229 231
308 1,516 1,545 1,560 1,576 1,592 1,608 1,624 1,640 1,656 1,673 1,690

34,441 36,616 37,311 37,684 38,061 38,442 38,826 39,215 39,607 40,003 40,403 40,807
(3) 59,929 59,819 59,819 60,058 59,359 59,359 52,535 45,925 45,925 45,925 45,925 45,925

２． 2,926 2,808 2,691 2,574 2,456 2,338 2,220 2,102 1,984 1,865 1,747 1,628
(1) 2,926 2,808 2,691 2,574 2,456 2,338 2,220 2,102 1,984 1,865 1,747 1,628
(2)

(D) 124,831 127,920 129,043 129,831 129,686 130,246 123,990 117,954 118,536 119,123 119,718 120,320
(E) 35,548 32,437 31,314 30,856 30,671 26,190 27,537 31,581 30,669 30,082 29,487 28,892
(F)
(G)
(H)

35,548 32,437 31,314 30,856 30,671 26,190 27,537 31,581 30,669 30,082 29,487 28,892
(I) 795,846 831,394 863,831 895,145 926,001 956,672 982,862 1,010,399 1,041,980 1,072,649 1,102,732 1,132,219
(J) 280,610 314,085 346,405 378,474 409,626 440,186 470,145 499,828 528,566 556,685 584,174 611,028

11,253 11,253 11,253 11,253 11,253 11,253 11,253 11,253 11,253 11,253 11,253 11,253
(K) 30,757 30,950 31,538 31,854 32,172 32,494 32,819 33,147 33,479 33,813 34,152 34,493

24,789 24,821 24,853 24,886 24,918 24,951 24,983 25,016 25,049 25,083 25,116 25,116

3,307 2,884 2,938 2,968 2,997 3,027 3,058 3,088 3,119 3,150 3,182 3,214
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 120,450 120,450 120,450 120,780 120,450 120,450 120,450 120,780 120,450 120,450 120,450 120,450

(N)

(O)

(P)

令和17年度

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

支 出 計

令和15年度

営 業 収 益

令和8年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

令和16年度令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 決 算
決 算
見 込

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A)

(B)

(C)

１．

２． 24,758 24,789 24,821 24,853 24,886 24,918 24,951 24,983 25,016 25,049 25,083 25,116

３．

４．

５．

(D) 24,758 24,789 24,821 24,853 24,886 24,918 24,951 24,983 25,016 25,049 25,083 25,116

(E) 24,758 24,789 24,821 24,853 24,886 24,918 24,951 24,983 25,016 25,049 25,083 25,116

１．

２．

３．

４． 24,758 24,789 24,821 24,853 24,886 24,918 24,951 24,983 25,016 25,049 25,083 25,116

(F) 24,758 24,789 24,821 24,853 24,886 24,918 24,951 24,983 25,016 25,049 25,083 25,116

(G)

(H) 599,465 574,676 549,855 525,002 500,116 475,198 450,247 425,264 400,248 375,199 350,116 325,000

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 決 算
決 算
見 込

520 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

520 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

520 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

令和17年度

令和17年度令和16年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

令和12年度 令和13年度 令和14年度

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和9年度 令和10年度 令和11年度令和8年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和15年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

令和16年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度


